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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工部材を支持するベースと、
　該ベース上に支持され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、
　該ターンテーブルに設けられ該ターンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切
断部と、を備え、
　該ターンテーブルは該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断
刃と該ターンテーブル本体とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周
から該交線の延長線方向に突出する突出部とを有し、
　該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設
けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成される先端部を備え、
　該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、該基部は該交線の
延長方向と直交する方向に延びる回動軸を備え、
　該先端部は、該回動軸部に軸支され、該基部に移動不能に固定されると共に該基部の延
出方向と該先端部の延出方向とが同一となる支持位置と、該基部への固定が解除されると
共に該基部の延出方向と該先端部の延出方向とが直交する非支持位置との間で回動可能で
あり、
　該突出部は該支持位置と該非支持位置との間での回動により該ターンテーブル本体外周
からの突出量を変更可能であることを特徴とする卓上切断機。
【請求項２】
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　該先端部と該基部とに関連して、該先端部が支持位置及び非支持位置にある状態で該基
部に対する該先端部の位置を固定する固定機構部が設けられていることを特徴とする請求
項１に記載の卓上切断機。
【請求項３】
　該基部は該加工部材と対向する基部上面を有し、
　該回動軸は該基部上面近傍に該基部上面と該回動軸の軸方向が平行になるように設けら
れ、
　該先端部が該支持位置にある状態で該基部と該先端部との互いに対面する位置には、該
先端部の該基部に対する回動角度を調整する回動角度調整機構が設けられていることを特
徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の卓上切断機。
【請求項４】
　加工部材を支持するベースと、
　該ベース上に支持され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、
　該ターンテーブルに設けられ該ターンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切
断部と、を備え、
　該ターンテーブルは該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断
刃と該ターンテーブル本体とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周
から該交線の延長線方向に突出する突出部とを有し、
　該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設
けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成される先端部を備え、
　該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、
　該先端部は該基部に着脱可能に設けられ、該先端部が状態で該先端部は該基部に移動不
能に固定された支持位置にあり、該先端部が該基部から離脱した状態で該先端部は該基部
への固定が解除された非支持位置にあり、
　該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設
けられ、該突出部は該先端部が該基部から外されることによって該ターンテーブル本体外
周からの突出量を変更可能であることを特徴とする卓上切断機。
【請求項５】
　加工部材を支持するベースと、
　該ベース上に支持され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、
　該ターンテーブルに設けられ該ターンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切
断部と、を備え、
　該ターンテーブルは該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断
刃と該ターンテーブル本体とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周
から該交線の延長線方向に突出する突出部とを有し、
　該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設
けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成される先端部を備え、
　該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、
　該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設
けられ、該先端部が該基部に隣接する位置と該基部に離間する位置との間で該交線方向に
おいて移動可能に構成されていることにより、該突出部は該ターンテーブル本体外周から
の突出量を変更可能であることを特徴とする卓上切断機。
【請求項６】
　該突出部は、該固定機構を該突出部の突出方向に往復移動可能に支持する支持部を備え
、
　該固定機構は該突出部の突出方向に移動した場合に該支持部と当接する当接部を備えて
いることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一に記載の卓上切断機。
【請求項７】
　該固定機構は、該ターンテーブル本体若しくは該基部に支持される第一の部材と、該先
端部に支持される第二の部材とを含んで構成されて、該第一の部材と該第二の部材との協
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働により該ターンテーブルを該ベースに固定可能であることを特徴とする請求項６に記載
の卓上切断機。
【請求項８】
　該ベースの該ターンテーブルの回動軸を中心とする円弧位置に複数設けられた係止部と
、
　該基部に設けられて該係止部と係合可能であると共に該係止部に対する係合・離脱を選
択的に操作可能な規制操作部と、を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいず
れか一に記載の卓上切断機。
【請求項９】
　該切断部は、該切断刃を該交線と平行に移動可能な移動機構を備えることを特徴とする
請求項１乃至請求項８のいずれか一に記載の卓上切断機。
【請求項１０】
　該切断部は、切断刃を回転可能に支持する切断本体部と、該ターンテーブルに支持され
ると共に該切断本体部を支持する支持部と、を備え、
　該支持部は、該切断本体部を揺動可能に支持する揺動支持部と、該ターンテーブルの回
動中心に対して該突出部の反対位置に設けられ該揺動支持部を保持すると共に該交線と平
行な方向に該揺動支持部を移動可能とするスライド支持部と、を有し、
　該移動機構は、該揺動支持部と該スライド支持部から構成されることを特徴とする請求
項９に記載の卓上切断機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は卓上切断機に関し、特にターンテーブルを備えた卓上切断機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の卓上切断機においては、ベース上に載置された被加工部材である木材等を任意の
角度で切断するために、切断刃が保持される切断部をベースに対して回動可能なターンテ
ーブルを設けている。
【０００３】
　このターンテーブルを回動させるべく、卓上切断機の前側（作業者側）位置には、ター
ンテーブルより突出する突出部が設けられ、この突出部にターンテーブル回動操作用のハ
ンドルが設けられている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特願２００４－０９２７３７号公報
【０００４】
　この卓上切断機は、一般に各所の作業現場に持ち運んで木材等を加工することが多いた
め、持ち運びが楽なように小型化が推し進められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の卓上切断機では、ハンドルが卓上切断機の前方から突出する構造を採っ
ているために、移動時にハンドルが邪魔となって持ち運び難い場合があった。また卓上切
断機を収納する際や梱包する際に、例えば段ボール箱等に詰める場合では、ハンドルが突
出しているために、垂直投射面積が大きくなり、これに応じて不要に大きな包用の箱が必
要となっていた。
【０００６】
　そこで、本発明は小型化可能であり、かつ運搬を容易とした卓上切断機を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、加工部材を支持するベースと、該ベース上に支持
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され該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、該ターンテーブルに設けられ該ター
ンテーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切断部と、を備え、該ターンテーブルは
該切断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断刃と該ターンテーブル
本体とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周から該交線の延長線方
向に突出する突出部とを有し、該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不
能に固定可能な固定機構が設けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成
される先端部を備え、該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ
、該基部は該交線の延長方向と直交する方向に延びる回動軸を備え、該先端部は、該回動
軸部に軸支され、該基部に移動不能に固定されると共に該基部の延出方向と該先端部の延
出方向とが同一となる支持位置と、該基部への固定が解除されると共に該基部の延出方向
と該先端部の延出方向とが直交する非支持位置との間で回動可能であり、該突出部は該支
持位置と該非支持位置との間での回動により該ターンテーブル本体外周からの突出量を変
更可能である卓上切断機を提供する。
 
【０００９】
　また該突出部は、該固定機構を該突出部の突出方向に往復移動可能に支持する支持部を
備え、該固定機構は該突出部の突出方向に移動した場合に該支持部と当接する当接部を備
えていることが好ましい。
【００１０】
　また該固定機構は、該ターンテーブル本体若しくは該基部に支持される第一の部材と、
該先端部に支持される第二の部材とを含んで構成されて、該第一の部材と該第二の部材と
の協働により該ターンテーブルを該ベースに固定可能であることが好ましい。
【００１３】
　また該先端部と該基部とに関連して、該先端部が支持位置及び非支持位置にある状態で
該基部に対する該先端部の位置を固定する固定機構部が設けられていても良い。
【００１４】
　また該基部は該加工部材と対向する基部上面を有し、該回動軸は該基部上面近傍に該基
部上面と該回動軸の軸方向が平行になるように設けられ、該先端部が該支持位置にある状
態で該基部と該先端部との互いに対面する位置には、該先端部の該基部に対する回動角度
を調整する回動角度調整機構が設けられていても良い。
【００１５】
　また上記課題を解決するために、加工部材を支持するベースと、該ベース上に支持され
該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、該ターンテーブルに設けられ該ターンテ
ーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切断部と、を備え、該ターンテーブルは該切
断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断刃と該ターンテーブル本体
とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周から該交線の延長線方向に
突出する突出部とを有し、該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に
固定可能な固定機構が設けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成され
る先端部を備え、該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、該
先端部は該基部に着脱可能に設けられ、該先端部が該基部に装着された状態で該先端部は
該基部に移動不能に固定された支持位置にあり、該先端部が該基部から離脱した状態で該
先端部は該基部への固定が解除された支持位置にあり、該突出部には該ターンテーブルを
該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設けられ、該突出部は該先端部が該基
部から外されることによって該ターンテーブル本体外周からの突出量を変更可能である卓
上切断機を提供する。
【００１６】
　また上記課題を解決するために、加工部材を支持するベースと、該ベース上に支持され
該ベースに対して回動可能なターンテーブルと、該ターンテーブルに設けられ該ターンテ
ーブルの上方で切断刃を揺動可能に支持する切断部と、を備え、該ターンテーブルは該切
断刃が揺動して交わる箇所となるターンテーブル本体と該切断刃と該ターンテーブル本体
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とが交わる交線の延長線上にあって該ターンテーブル本体外周から該交線の延長線方向に
突出する突出部とを有し、該突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に
固定可能な固定機構が設けられると共に先端部分に配置されたハンドルを含んで構成され
る先端部を備え、該ターンテーブル本体には、該先端部を支持可能な基部が設けられ、該
突出部には該ターンテーブルを該ベースに対して回動不能に固定可能な固定機構が設けら
れ、該先端部が該基部に隣接する位置と該基部に離間する位置との間で該交線方向におい
て移動可能に構成されていることにより、該突出部は該ターンテーブル本体外周からの突
出量を変更可能である卓上切断機を提供する。
【００１７】
　また該ベースの該ターンテーブルの回動軸を中心とする円弧位置に複数設けられた係止
部と、該基部に設けられて該係止部と係合可能であると共に該係止部に対する係合・離脱
を選択的に操作可能な係合部材と、を備えることが好ましい。
【００１８】
　また該切断部は、該切断刃を該交線と平行に移動可能な移動機構を備えることが好まし
い。
【００１９】
　また該切断部は、切断刃を回転可能に支持する切断本体部と、該ターンテーブルに支持
されると共に該切断本体部を支持する支持部と、を備え、該支持部は、該切断本体部を揺
動可能に支持する揺動支持部と、該ターンテーブルの回動中心に対して該突出部の反対位
置に設けられ該揺動支持部を保持すると共に該交線と平行な方向に該揺動支持部を移動可
能とするスライド支持部と、を有し、該移動機構は、該揺動支持部と該スライド支持部か
ら構成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１記載の卓上切断機によれば、突出部において先端部が支持位置から非支持位置
に回動して突出部の突出量が変化する。請求項４に記載の卓上切断機によれば、突出部に
おいて先端部が該基部に装着された支持位置から先端部が該基部より離脱した非支持位置
に移動することにより、突出部の突出量が変化する。請求項５に記載の卓上切断機によれ
ば、先端部が基部に対して離間する位置から基部に対して隣接する位置に移動することに
より、突出部の突出量が変化する。突出部に固定機構が設けられた構成において突出部の
突出量を変化することができるため、卓上切断機の鉛直投影面積を小さくすることができ
る。従って、卓上切断機を梱包する際にもその梱包後の大きさを小さくすることができ、
輸送時の利便性を向上させることができる。また突出量を小さくすることにより、出っ張
り部分が小さくなる。従って卓上切断機を移動する際にも邪魔にならず、好適に移動する
ことができる。また請求項１及び請求項４記載の卓上切断機によれば、支持位置において
先端部が加工部材を支持できる位置にあり、請求項５記載の卓上切断機によれば、先端部
が基部に対して離間する位置にあるため、ベースと協働してより大きな加工部材が載置さ
れて切断することができる。
【００２１】
　請求項６に記載の卓上切断機によれば、固定機構が突出部の突出方向に移動した場合に
、その固定機構の一部である当接部が支持部と当接することにより、固定機構の突出方向
への移動が抑制される。よって固定機構が突出方向に移動して支持部より脱落することが
防止される。
【００２２】
　請求項７に記載の卓上切断機によれば、固定機構が第一の部材と第二の部材とから構成
されているため、固定機構を分割することができる。よって突出部の突出量を変化させた
場合に、第二の部材を突出量の変化に応じて、第一の部材と非係合の位置に移動させるこ
とができる。
【００２５】
　請求項２記載の卓上切断機によれば、支持位置、非支持位置にある先端部の位置を固定
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するため、先端部が不要に動くことが抑制される。従って、卓上切断機を移動する際等の
移送性を向上させることができる。
【００２６】
　請求項３記載の卓上切断機によれば、支持位置において先端部の基部に対する回動角度
を調整することができる。よって先端部に加工部材を載置する際に、回動角度調整機構に
より加工部材が載置される先端部の上面と、基部の上面とを略平行になるように調整する
ことができる。
【００２７】
　請求項８記載の卓上切断機によれば、予め定めた任意の角度毎に係止部を形成しておく
ことにより、ターンテーブルの回動角度を容易に設定することができる。また設定と同時
に回動不能にすることができるので、作業性を向上させることができる。
【００２８】
　請求項９及び請求項１０記載の卓上切断機によれば、切断刃が摺動することにより、幅
が広い加工部材を切断することができる。従って、従来２回に分けて切断していた加工部
材を一回で切断することが可能となり、作業性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の第一の実施の形態について、図１乃至図１０に基づき説明する。図１に示され
る卓上切断機である卓上丸鋸１は、スライド機構を備えた卓上丸鋸であり、ベース部２と
、切断部３とから主に構成されている。
【００３０】
　ベース部２は、被切断部材である木材Ｗを担持するベース２１と、ベース２１上に回動
可能に担持されたターンテーブル２２と、ベース２１に設けられたフェンス２３とから主
に構成されている。ベース２１は、図２及び図３に示されるように、一対の左ベース２１
Ａと右ベース２１Ｂとから構成されている。これら左ベース２１Ａと右ベース２１Ｂとが
並んでいる方向を左右方向と定義し、ベース２１の木材Ｗ（図１）を載置する面の上方を
上方、反対を下方と定義する。また図６に示されるように、ベース２１（図１）において
は、ターンテーブル２２により覆われる箇所に、ターンテーブル２２の回動中心となる中
心軸２２Ｃを中心とする円弧状に構成された規制部材２１Ｃが設けられている。規制部材
２１Ｃには、係合部分となる凹部２１ｂが規制部材２１Ｃの円周方向に区分する所定の角
度毎に規定された係止部が複数形成されており、周面部分には後述の第一部材７１先端と
当接する当接面２１Ｄが規定されている。
【００３１】
　図２及び図３に示されるように、ターンテーブル２２は、右ベース２１Ｂと左ベース２
１Ａとの間に配置されている。図１に示されるように、ターンテーブル２２は、略円台状
のターンテーブル本体部２２Ａとターンテーブル本体部２２Ａの一方側に突出する突出部
２４と他方側に設けられた後述の支持部４を支持する切断部支持部２７とから構成されて
いる。この突出部２４がターンテーブルより突出している方向であって左右方向（図３）
と直交する方向を前方、反対を後方と定義する。
【００３２】
　図３に示されるように、ターンテーブル２２の上面には、切断部支持部２７近傍位置か
ら突出部２４にかけて一連の溝部２２ａが形成されている。この溝部２２ａは、後述の丸
鋸刃６が下方に揺動してターンテーブル２２と交わった際の交線位置と同一位置にあり丸
鋸刃６の刃先を収容する箇所となる。
【００３３】
　図１に示されるように、突出部２４は、ターンテーブル本体部２２Ａと一体の基部２５
と、基部２５に軸２５Ａで回動自在に支持された先端部２６とから主に構成されている。
軸２５Ａはその軸方向が、基部２５のターンテーブル本体部２２Ａからの延出方向と略直
交して基部２５の上面とその軸方向が略平行になるように、基部２５の先端位置であって
上部位置に設けられている。基部２５の下方側位置にはターンテーブル２２のベース２１



(7) JP 4748362 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

に対する回動を規制する際の操作部となる規制操作部２８（図１）と基部２５の上面と略
直交する平面を備えた壁である突き当て部２５Ｂ（図５）が設けられている。
【００３４】
　また図６及び図８に示されるように、基部２５の先端位置かつ下面位置からターンテー
ブル本体部２２Ａの中心方向に向かって、後述の第一部材７１を支持する第二支持部２５
Ｄと第一支持部２５Ｃとがそれぞれ設けられている。第一支持部２５Ｃ及び第二支持部２
５Ｄには、それぞれ同軸上に位置する貫通孔が形成されており、第一支持部２５Ｃに形成
された貫通孔は、その内面が雌ネジ加工されている。また先端部２６においても、先端位
置かつ下面位置から後端側に向かって、後述の第二部材７２を支持する第四支持部２６Ｄ
と第三支持部２６Ｃとが設けられており、それぞれ同軸上に位置する貫通孔が形成されて
いる。
【００３５】
　図７に示されるように、規制操作部２８は、側面形状が略Ｌ字形状を成す規制レバー２
８Ａと軸部２８Ｂと、後述の係止部２９に規制レバー２８Ａでの動作を伝達する伝達部２
８Ｃとから構成されている。軸部２８Ｂは、基部２５にその軸が基部２５の延出方向と略
直交して左右方向に延びるように設けられ、規制レバー２８Ａを回動可能に支持している
。規制レバー２８Ａは、第一腕部２８Ｄと第二腕部２８ＥとからＬ字状に構成され、第一
腕部２８Ｄと第二腕部２８Ｅとの結合位置で軸部２８Ｂに軸支されている。第一腕部２８
Ｄは、基部２５の下方に延出されており、作業者により回動操作可能となっている。第二
腕部２８Ｅの端部には、伝達部２８Ｃの一端が当接しており、第一腕部２８Ｄが回動操作
されることにより、伝達部２８Ｃを付勢可能となっている。伝達部２８Ｃは、基部２５に
基部２５延出方向に移動可能に保持されて、第二腕部２８Ｅによる動作をその他端側で係
止部２９に伝達可能となっている。
【００３６】
　また先端部２６の基端位置であって下方側位置には、後述のピン２５Ｂと係合可能な第
一保持孔２６ａと第二保持孔２６ｂとが形成された固定機構部２６Ｂが設けられている。
【００３７】
　図６に示されるように、ターンテーブル２２には、その内部であって、中心軸２２Ｃ周
辺位置に係止部２９が固定されている。係止部２９は、フレーム２９Ａとスライド部２９
Ｂとバネ２９Ｃとから主に構成されている。スライド部２９Ｂとバネ２９Ｃとは、フレー
ム２９Ａ内に収納されており、バネ２９Ｃの付勢力によりスライド部２９Ｂはその軸方向
に摺動可能となっている。スライド部２９Ｂは、略凸状に形成されている凸部２９Ｄと伝
達部２８Ｃと係合する当接部２９Ｅと有している。スライド部２９Ｂは当接部２９Ｅが伝
達部２８Ｃにより付勢されることによって摺動することから、凸部２９Ｄは、凹部２１ｂ
と係合・離脱可能となっている。よって凸部２９Ｄが凹部２１ｂと係合している状態では
、ターンテーブル２２とベース２１とは互いに回動不能となる。
【００３８】
　図１及び図７に示されるように、先端部２６は、軸２５Ａにより軸支されており、軸２
５Ａを支点として上方に回動することができる。図１に示されるように、先端部２６の最
先端部分には、ターンテーブル２２を回動する際の把握箇所となるハンドル２６Ａが設け
られている。また先端部２６の基端側位置には、後述の支持位置において、突き当て部２
５Ｂと対向する位置にネジ部２６Ｄが設けられている。これら突き当て部２５Ｂとネジ部
２５Ｄから先端部２６の回動角度を調整する回動角度調整機構が構成されている。
【００３９】
　また図２及び図５に示されるように、基部２５の右側側面部分には、突出部２４の延出
方向と略直交する方向に移動可能なピン２５Ｂが設けられている。このピン２５Ｂは第一
保持孔２６ａと第二保持孔２６ｂとのいずれか一方に係合することが可能となっている。
具体的には、図６及び図７に示されるように、突出部２４の上面がターンテーブル本体部
２２Ａの上面と同一面となり、基部２５の突出方向と突出部２４の突出方向が略同一とな
る位置（支持位置）においてピン２５Ｂは、第二保持孔２６ｂに挿入され、図８に示され
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るように、支持位置から回動されて突出部２４の突出方向が基部２５の突出方向と略直交
する方向になる位置（非支持位置）においてピン２５Ｂは、第一保持孔２６ａに挿入され
る。
【００４０】
　図６及び図８に示されるように突出部２４には、固定機構を構成する第一部材７１と第
二部材７２とがそれぞれ設けられている。第一部材７１は、第一支持部２５Ｃに形成され
た貫通孔に挿通されて、軸周りに回転、軸方向に摺動可能に支持されており、ターンテー
ブル２２中心方向に位置する先端が当接面２１Ｄと対向するように配置されている。また
第一部材７１において、第一支持部２５Ｃと当接面２１Ｄとの間に位置する部分に、フラ
ンジ状の第一当接部７１Ａが設けられている。よって第一部材７１が突出部２４の突出方
向に移動した場合には、第一当接部７１Ａが第一支持部２５Ｃと当接して、第一部材７１
の第一支持部２５Ｃからの抜けを防止する。
【００４１】
　第二部材７２は、第三支持部２６Ｃおよび第四支持部２６Ｄに形成された貫通孔に貫通
され、軸周りに回転、軸方向に摺動可能に支持されている。第二部材７２のターンテーブ
ル２２中心方向に位置する先端部分にはネジ加工がされて第二支持部２５Ｄに形成された
ネジ穴と螺合可能となっている。また第二部材７２の最先端部は第一部材７１の後端と当
接可能となっている。第二部材７２の端部であって、突出部２４の先端となる位置にはハ
ンドル２６Ａが設けられている。よってハンドル２６Ａにより第二部材７２を回転させる
ことができる。また第二部材７２において、第三支持部２６Ｃと第四支持部２６Ｄとの間
に位置する部分に、フランジ状の第二当接部７２Ａが設けられている。よって第二部材７
２が突出部２４の突出方向に移動した場合には、第二当接部７２Ａが第三支持部２６Ｃと
当接して、第二部材７２の第三支持部２６Ｃからの抜けを防止している。
【００４２】
　図１に示されるように、切断部支持部２７は、ターンテーブル２２の中心軸２２Ｃに対
して突出部２４の反対位置に配置されている。切断部支持部２７には、溝部２２ａ（図３
）の延長線上に位置する傾動軸２７Ａと、切断部３が任意の傾斜角度で固定される傾動支
持部２７Ｂとを有している。
【００４３】
　図１に示されるように、ベース２１上であって、ターンテーブル２２の上方位置には、
フェンス２３が設けられている。フェンス２３は、図２及び図３に示されるように、左ベ
ース２１Ａ及び右ベース２１Ｂに対応して左フェンス２３Ａ及び右フェンス２３Ｂから構
成されており、左フェンス２３Ａ及び右フェンス２３Ｂの前面は、同一平面状に位置する
ように配置されて、木材Ｗ（図１）の位置を規定している。
【００４４】
　図１に示されるように、切断部３は、支持部４と切断本体部５とから主に構成されてい
る。支持部４は、揺動支持部４１と、スライド支持部４２と、一対のスライドバー４３と
、スライド部４４とから主に構成されている。スライド支持部４２は、傾動軸２７Ａによ
りターンテーブル２２に対して略左右方向に傾動可能に軸支されている。スライド支持部
４２の後端部位置には、傾動支持部２７Ｂと協働して切断部３のターンテーブル２２及び
ベース２１に対する傾動角度を規定する傾動固定部４２Ａが設けられている。
【００４５】
　一対のスライドバー４３は、スライド支持部４２の上方に上下方向に並んでその軸方向
が溝部２２ａ（図３）と略平行になるように前側に延出されて設けられている。スライド
部４４は、スライドバー４３に摺動可能に設けられている。スライド部４４の側面部分に
は、ネジ４４Ａが設けられており、スライド部４４をスライドバー４３の任意の位置で固
定可能となっている。
【００４６】
　スライド部４４には揺動支持部４１が一体に設けられている。揺動支持部４１は上部に
左右方向に並ぶ一対の腕部が形成されており、この一対の腕部に跨って切断本体部５を軸
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支する揺動軸４１Ａが設けられている。揺動軸４１Ａの周囲には、切断本体部５を揺動支
持部４１に対して上方に付勢するバネ４１Ｂが設けられている。また揺動支持部４１の前
面位置には、木材Ｗ上に切断位置を示唆するレーザ光を発振するレーザ発振器４５が設け
られている。
【００４７】
　図１に示されるように、切断本体部５は、ハウジング５１と、モータ５２と、ハンドル
５３と移動用ハンドル５４と鋸刃カバー５５とを備え、切断刃である丸鋸刃６を回転可能
に支持している。ハウジング５１は、その下端で揺動軸４１Ａに軸支され、バネ４１Ｂで
上方に付勢されている。モータ５２は丸鋸刃６を駆動し、ハウジング５１内に配置されて
いる。ハンドル５３はハウジング５１の上部に設けられて、切断本体部５を揺動する際の
把握箇所となる。またハンドル５３にはモータ５２の回転制御を行うスイッチ５３Ａが設
けられている。移動用ハンドル５４はモータ５２近傍位置に設けられて、切断本体部５を
図示せぬピンで最下方に揺動させた状態で、卓上丸鋸１を移動する際に把握する箇所とな
る。鋸刃カバー５５はハウジング５１と一体に設けられており、その内部に丸鋸刃６を備
えて保護している。
【００４８】
　上記構成の卓上丸鋸１で木材Ｗを切断する際には、先ず先端部２６を支持位置に配置す
る。この際に先端部２６の上面と基部２５の上面とが略同一平面上に位置するように、ネ
ジ部２６Ｄを調整する。その後にピン２６Ｃと固定機構部２６Ｂとにより先端部２６を基
部２５に回動不能に固定する。そして図１または図４に示されるように、木材Ｗをベース
２１上に載置して、ターンテーブル２２の回動角度を調整する。この際にハンドル２６Ａ
を緩めておくと共に、規制レバー２８Ａを上方へ押し上げて凹部２１ｂと凸部２９Ｄとの
係合を解除する。凸部２９Ｄの凹部２１ｂへの係合により決定される所定の角度若しくは
凸部２９Ｄと凹部２１ｂとが非係合となる状態での角度に設定した後に、ハンドル２６Ａ
を回転して、第二部材７２の先端部分を第二支持部２５Ｄに形成されたネジ穴に挿入する
。ネジ穴との螺合により、第二部材７２は螺進して第一部材７１と当接する。第二部材７
２が更に螺進することにより、第一部材７１はターンテーブル２２中央方向へ摺動し、そ
の先端が当接面２１Ｄと当接して当接面２１Ｄを付勢することになる。これにより、第一
部材７１と当接面２１Ｄとの間に摩擦が発生して規制部材２１Ｃに対して第一部材７１が
規制部材２１Ｃの周周りに回動不能となり、結果としてターンテーブル２２とベース２１
とが固定される。
【００４９】
　木材Ｗの前後方向における幅が小さい場合には、図１に示されるように、スライド部４
４を最も後に下げた状態で、切断本体部５を下方に揺動して切断を行う。
【００５０】
　また図４に示されるように、木材Ｗの前後方向における幅が大きい場合には、切断本体
部５を最も前方まで摺動させ、スイッチ５３ＡをＯＮにして丸鋸刃６を回転させながら、
切断本体部５を下方に揺動した後に、丸鋸刃６を回転させた状態で切断本体部５を後方に
移動させる。この場合に木材Ｗの前側部分は、突出部２４上に担持されるため、安定して
木材Ｗを切断することができる。
【００５１】
　切断が終了した後に、卓上丸鋸１を移動し、または片付ける場合には、切断本体部５を
最も後に摺動する。これと前後して第二支持部２５Ｄに対する第二部材７２の螺合を解除
する（図９）。そしてピン２５Ｂと第二保持孔２６ｂの係合を解いて先端部２６を図１０
に示すように上方へ回動させる。
【００５２】
　その後にピン２５Ｂと第一保持孔２６ａとを係合させて先端部２６が下方へ回動しない
ようにする。このようにすることにより、卓上丸鋸１の前後方向の幅が切断部支持部２７
の後端位置から基部２５の略先端位置までの距離とすることができ、通常使用する状態よ
りコンパクトにすることができる。
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【００５３】
　次に本発明の第二の実施の形態として図１１乃至図１３に基づき説明する。第一の実施
の形態では、突出部を折り曲げることにより突出量を変化させたが、第二の実施の形態で
は、突出部の先端部分の一部を取り外すことにより、ターンテーブルからの突出部の突出
量を変化させる。第二の実施の形態に係る卓上切断機である卓上丸鋸１０１では、突出部
１２４に係る構成以外は第一の実施の形態に係る卓上丸鋸１の構成と同一であるため、そ
の説明を省略する。また同一構成の部分では、第一の実施の形態に係る符号に１００を足
してその説明を省略する。
【００５４】
　図１１に示されるように突出部１２４は、ターンテーブル本体部１２２Ａから延出され
る基部１２５と基部１２５の延出方向先端に位置する先端部１２６とから主に構成されて
いる。図１１に示されるように、先端部１２６には、先端位置かつ下面位置から後端側に
向かって、後述の第二部材１７２を支持する第三支持部１２６Ｃと第四支持部１２６Ｄが
設けられており、それぞれ同軸上に位置する貫通孔が形成されている。基部１２５におい
ても第一の実施の形態と同様の図示せぬ第一支持部及び第二支持部が設けられている。
【００５５】
　先端部１２６において、第三支持部１２６Ｃと第四支持部１２６Ｄとには、第二部材１
７２が軸周りに回転、軸方向に摺動可能に設けられている。第二部材１７２の突出部１２
４突出方向端部にはハンドル１２６Ａが設けられており、第二部材１７２のターンテーブ
ル１２２中心方向に位置する先端部分にはネジ加工がされて図示せぬ第一支持部に形成さ
れたネジ穴と螺合可能となっている。また基部１２５において、第一の実施の形態と同様
に、図示せぬ第二支持部に図示せぬ第一部材が支持されている。
【００５６】
　先端部１２６と基部１２５との連結部分であって左側側面部分にはネジ１２６Ｂが設け
られている。先端部１２６の基部１２５と対向する位置には、略鈎状を成す一対の腕部１
２６Ｅ、１２６Ｅが設けられている（図１１、図１２）。基部１２５の先端部１２６と対
向する位置には、側面に一対の溝部を備えた係合部１２５Ａが設けられており、図１に示
されるように、係合部１２５Ａと一対の腕部１２６Ｅ、１２６Ｅとが係合して基部１２５
と先端部１２６とが連結されている。
【００５７】
　図１２に示されるように、基部１２５の側面部分にはネジ穴１２５ａが形成されており
、一対の腕部１２６Ｅ、１２６Ｅのうち左側側面を構成する部分であってネジ穴１２５ａ
と対応する位置には孔１２６ａが形成されている。よって基部１２５と先端部１２６とを
係合させた状態で、ネジ１２６Ｂを孔１２６ａを通してネジ穴１２５ａとを螺合させるこ
とにより、基部１２５に先端部１２６が移動不能に固定される（支持位置）。
【００５８】
　卓上丸鋸１０１で切断作業をする場合には、図１１に示されるように、基部１２５と先
端部１２６とを係合し、固定機構となる第二部材１７２を図示せぬ第一次支持部のネジ穴
に挿入すると共に、螺進させて図示せぬ第一支持部を付勢し、第一の実施の形態と同様に
、ターンテーブル１２２とベース１２１とを固定する。
【００５９】
　卓上丸鋸１０１を収容、移動する場合には、図１３に示されるように、ネジ１２６Ｂの
螺合を解き、かつ第二部材１７２の図示せぬ第一支持部との螺合を解いた状態で、一対の
腕部１２６Ｅ、１２６Ｅと係合部１２５Ａとの係合を解除する。また、これにより先端部
１２６は取り外すことができ、任意の位置に配置できる（非支持位置）。また卓上丸鋸１
０１は、前後方向の幅を基部１２５の先端部分で規定することができ、通常使用する状態
よりコンパクトにすることができる。
【００６０】
　次に本発明の第三の実施の形態として図１４乃至図１６に基づき説明する。第一及び第
二の実施の形態では、突出部を折り曲げる、或いは取り外すことにより突出量を変化させ
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たが、第三の実施の形態では、突出部の先端部分の突出量を変化させることにより、ター
ンテーブルからの突出部の突出量を変化させる。第三の実施の形態に係る卓上切断機であ
る卓上丸鋸２０１（図１５）では、突出部２２４に係る構成以外は第一の実施の形態に係
る卓上丸鋸１の構成と同一であるため、その説明を省略する。また同一構成の部分では、
第一の実施の形態に係る符号に２００を足してその説明を省略する。
【００６１】
　図１５に示されるように突出部２２４は、ターンテーブル本体部２２２Ａから延出され
る基部２２５と突出部２２４の延出方向先端に位置する先端部２２６とから主に構成され
ている。先端部２２６には、先端位置かつ下面位置に、後述の第二部材２７２を支持する
第三支持部２２６Ｃが設けられており、突出部２２４の突出方向を軸方向とする貫通孔が
形成されている。
【００６２】
　基部２２５には、先端位置かつ下面位置からターンテーブル本体部２２２Ａの中心方向
に向かって後述の第一部材２７１を支持する第二支持部２２５Ｄと第一支持部２２５Ｃと
がそれぞれ設けられている。第一支持部２２５Ｃ及び第二支持部２２５Ｄには、それぞれ
同軸上に位置する貫通孔が形成されており、第一支持部２２５Ｃに形成された貫通孔は、
その内面が雌ネジ加工されている。
【００６３】
　先端部２２６の基部２２５と対向する部分には、左右方向に並列する一対のスライドバ
ー２２６Ｂ、２２６Ｂ（図１４）が突出部２２４延出方向と略平行になるように設けられ
ている。
【００６４】
　図１４に示されるように、基部２２５の先端部２２６と対向する部分には、一対の支持
部２２５Ａ、２２５Ａがスライドバー２２６Ｂ、２２６Ｂと対向するように設けられてい
る。これら一対の支持部２２５Ａ、２２５Ａにはそれぞれスライドバー２２６Ｂが挿入・
摺動可能な孔が形成されており、この孔内にそれぞれスライドバー２２６Ｂ、２２６Ｂが
挿入されて保持されている。基部２２５の両側面であって支持部２２５Ａ、２２５Ａに対
応する箇所には、それぞれネジ穴が形成されてこのネジ穴にネジ２２５Ｂ、２２５Ｂが螺
合しており、ネジ２２５Ｂ、２２５Ｂは螺合した状態で支持部２２５Ａ、２２５Ａに形成
された孔内にその先端が突出可能となっている。
【００６５】
　第一部材２７１は、第一支持部２２５Ｃに形成されたネジ穴と螺合可能なネジ部を備え
た軸部２７１Ａと、軸部２７１Ａの突出方向の一端に設けられた摺動支持部２７１Ｂとか
ら構成されており、第二支持部２２５Ｄに軸周りに回転可能、軸方向に摺動可能に支持さ
れている。摺動支持部２７１Ｂは略円筒状に構成されており、円筒を構成する壁には、軸
方向に延びる一対の溝２７１ａが形成されている。
【００６６】
　第二部材２７１は、第一部材２７１と対向する一端にピン２７２Ｃが設けられると共に
突出方向の端部となる他端にハンドル２２６Ａが設けられて構成され、第三支持部２２６
Ｃに軸周りに回転可能に支持されている。第二部材２７１の第三支持部２２６Ｃを挟んで
両端位置には、それぞれフランジ状の当接部２７２Ａ、２７２Ｂが設けられている。よっ
て第二部材２７１は第三支持部２２６Ｃに対して軸方向に摺動不能となっている。また第
二部材２７１の一端は第一部材２７２の摺動支持部２７１Ｂ内に挿入されており、ピン２
７２Ｃは溝２７１ａ内に挿入されている。よって第二部材２７１は、第一部材２７２に対
して軸方向に摺動することができるが、軸周りについては回転不能となる。
【００６７】
　卓上丸鋸２０１において切断作業を行う場合には、図１３及び図１４に示されるように
、先端部２２６を突出方向先端側に移動させてネジ２２５Ｂ、２２５Ｂを締めてスライド
バー２２６Ｂ、２２６Ｂを固定し、先端部２２６を移動不能とする。それと前後して、ハ
ンドル２２６Ａを回転し、第一部材２７１の軸部２７１Ａに設けられたネジ部を第一支持
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部２２５Ｃに形成されたネジ穴に螺合させる。そして第一部材２７１を螺進させ、その先
端部分をベース２２１に設けられた規制部２２１Ｃの当接面２２１Ｄに当接させ、ターン
テーブル２２２とベース２２１とを固定する。
【００６８】
　切断作業後、卓上丸鋸２０１を収納する場合には、図１５に示されるように、先端部２
２６を基部２２５に近接させた位置に配置する。これにより突出部２２４のターンテーブ
ル本体部２２２Ａからの突出量が減少し、移送性等が向上する。また第一部材２７２と第
二部材２７１とは、軸方向においては摺動可能であり、軸周りにおいてはピン２７１Ｃに
よって常に連結された状態にある。従って先端部２２６を基部２２５に近接させた場合に
は、第二部材２７１が摺動支持部２７１Ｂ内奥方に挿入されるため、第一部材２７２及び
第二部材２７１が先端部２２６の基部２２５への近接を阻害することはない。また先端部
２２６が基部２２５に近接した場合であっても、第一部材２７２と第二部材２７１とは軸
周りにおいては連結状態にあるため、ハンドル２２６Ａを回転することにより、第一部材
２７２を回転し、ベース２２１とターンテーブル２２２とを固定することができる。
【００６９】
　本発明の卓上切断機は、上記した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載した
範囲内において種々の変形や改良が可能である。例えば第一～第三の実施の形態において
は、切断本体部が前後にスライドする卓上切断機について説明したが、これに限らず、ス
ライドしない卓上切断機についても同様に突出部を備える卓上切断機であれば、本発明を
適応することができる。また第一～第三の実施の形態では、スライド支持部にスライドバ
ーが設けられてスライドバー上を揺動支持部がスライドする形態をとったが、これに限ら
ず、揺動支持部側にスライドバーが設けられて、スライドバーとスライド支持部との間の
摺動により揺動支持部が前後にスライドする構成をとっても良い。
【００７０】
　第一の実施の形態では、回動角度調整機構により、先端部の上面と基部の上面とを同一
平面上に位置するようにしたが、第二及び第三の実施の形態においても、基部に対する先
端部の位置を調整する機構を備えていてもよい。
【００７１】
　また第一～第三の実施の形態において、安全性を高めるために、先端部が非支持位置に
ある状態では、スイッチをＯＮにしてもモータが起動しないように昨日する安全機能、例
えばモータの電力供給を遮断するスイッチを設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機の側面図。
【図２】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機の正面図。
【図３】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機の平面図。
【図４】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機のスライドした状態の側面図。
【図５】図３のV-V線に沿った断面図。
【図６】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機のターンテーブルに係る底面図。
【図７】図６のVII－VII線に沿った断面図。
【図８】図６のIIX－IIX線に沿った断面図（ベースにターンテーブルが固定された状態）
。
【図９】図６のIIX－IIX線に沿った断面図（ベースにターンテーブルが固定されていない
状態）。
【図１０】本発明の第一の実施の形態に係る卓上切断機の突出部に係る側面図。
【図１１】本発明の第二の実施の形態に係る卓上切断機の突出部に係る側面図（支持位置
）。
【図１２】図１１のXII－XII線に沿った断面図。
【図１３】本発明の第二の実施の形態に係る卓上切断機の突出部に係る側面図（非支持位
置）。
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【図１４】本発明の第三の実施の形態に係る卓上切断機のターンテーブルに係る底面図。
【図１５】図１４のXV－XV線に沿った断面図。
【図１６】本発明の第三の実施の形態に係る卓上切断機の突出部に係る側面図。
【符号の説明】
【００７３】
１・・卓上丸鋸　２・・ベース部　３・・切断部　４・・支持部　５・・切断本体部
６・・丸鋸刃　２１・・ベース　２１Ａ・・左ベース　２１Ｂ・・右ベース
２１Ｃ・・規制部材　２１Ｄ・・当接面　２１ｂ・・凹部　２２・・ターンテーブル
２２Ａ・・ターンテーブル本体部　２２Ｃ・・中心軸　２２ａ・・溝部
２３・・フェンス　２３Ａ・・左フェンス　２３Ｂ・・右フェンス　２４・・突出部
２５・・基部　２５Ｃ・・第一支持部　２５Ｄ・・第二支持部　２５Ａ・・軸
２５Ｂ・・ピン　２６・・先端部　２６Ａ・・ハンドル　２６Ｂ・・固定機構部
２６Ｃ・・第三支持部　２６Ｄ・・第四支持部　２６ａ・・第一保持孔
２６ｂ・・第二保持孔　２７・・切断部支持部　２７Ａ・・傾動軸
２７Ｂ・・傾動支持部　２８・・規制操作部　２８Ａ・・規制レバー　２８Ｂ・・軸部
２８Ｃ・・伝達部　２８Ｄ・・第一腕部　２８Ｅ・・第二腕部　２９・・係止部
２９Ａ・・フレーム　２９Ｂ・・スライド部　２９Ｃ・・バネ　２９Ｄ・・凸部
２９Ｅ・・当接部　４１・・揺動支持部　４１Ａ・・揺動軸　４１Ｂ・・バネ
４２・・スライド支持部　４２Ａ・・傾動固定部　４３・・スライドバー
４４・・スライド部　４４Ａ・・ネジ　４５・・レーザ発振器　５１・・ハウジング
５２・・モータ　５３・・ハンドル　５３Ａ・・スイッチ　５４・・移動用ハンドル
５５・・鋸刃カバー　７２・・第二部材　７２Ａ・・第二当接部　７１・・第一部材
７１Ａ・・第一当接部　Ｗ・・木材

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】



(15) JP 4748362 B2 2011.8.17

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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